
①労働保険年度更新申告枠を作成する
労働保険年度更新申告を、e-AMANO上からe-Gov電子申請する事ができます。
また、e-AMANO上で労働局の処理状況の確認や、結果確認を行う事ができます。

<<注意>>
e-AMANO自体に給与計算や人事機能はありません。
e-AMANOで手入力した労働保険年度更新データをe-Gov電子申請する機能となります。

主な作業の流れは以下になります。
No
準備

1
2
3
4
5

※ 2025/05/28までに令和7年度の労働保険年度更新データを作成されている場合、必ず削除してから処理をおこなってください。
    令和6年度の条理チェックで処理されているため、e-Gov電子申請してもエラーで返却される可能性が高いためです。

e-Gov電子申請の状況や結果の確認

作業内容

労働保険年度更新申告枠の作成
労働保険年度更新申告データの入力
ToDoチェック
e-Gov電子申請データの最終確認と申請

労働保険事業情報を登録する

次の事業・電子申請については対応しておりませんので、ご注意願います。

■事業(例示)
(1) 建設事業・立木伐採事業（労働保険番号の所掌が１で基幹番号が５０，６０，８０万台）
(2) 事務組合委託事業（労働保険番号の基幹番号が９０万台）
(3) 海外派遣の事業（労働保険番号の枝番号が３０１～３９９）
(4) 保険料・拠出金算定基礎額が一千億円以上の場合
(5) 還付金のうち、一部の任意の金額についてのみ充当を行う場合

等

■電子申請
(1) 労働保険増加概算保険料の申告（継続）
(2) 労働保険確定保険料の申告（継続）
(3) 労働保険確定保険料申告（建設の事業）
(4) 労働保険確定保険料申告（立木の伐採の事業）
(5) 労働保険確定保険料申告（一人親方等団体）
(6) 労働保険確定保険料申告（海外派遣特別加入者）
(7) 労働保険年度更新申告（建設の事業）
(8) 労働保険年度更新申告（立木の伐採の事業）
(9) 労働保険年度更新申告（一人親方等団体）
(10) 労働保険年度更新申告（海外派遣特別加入者）

①労働保険年度更新枠を作成する 1/5



■事前準備:労働保険事業情報を登録する
労働保険の年度更新を電子申請する場合、事前に画面右上のログイン者名→[組織設定]→[労働保険事業情報]の登録が必要となります。

[労働保険事業情報]に必要情報を入力し、[編集実行]を押下します。
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■労働保険年度更新の申告枠を作成する
最初に労働保険年度更新申告の枠を作成します。
メニューから[電子申請義務化]-[労働保険年度更新申告]を選択し、
[当年度の年度更新手続きを作成]ボタンを押下します。

昨年以前にe-AMANOで労働保険年度更新をご利用いただいている場合、
ドロップダウンリストで確認したい年度を選択後、[過去の年度更新手続きを確認]
ボタンを押下する事で、過去データを閲覧することができます。
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[実行]ボタンを押下します。

[e-Govへログイン]ボタンを押下し、e-Govへログインします。
e-Gov電子申請を初めて行う場合、下記URLをご参照ください。
https://www.tis.amano.co.jp/e-amano/pdf/manual/02e-amanomanual_companyinformation_3.pdf

e-Govへログインすると、画面左上に[電子申請アカウント]が表示されます。
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下記項目を入力し、[作成]ボタンを押下します。
申請枠名称 任意の名称を入力します
事業 対象の事業を選択します
労働保険番号 労働保険事業情報で登録している労働保険番号が自動でセットされます
アクセスコード 労働局から送付されてきた申告書の右上の、所轄の労働局名の右側に記載されている

半角英数字(英字は小文字)8桁の値がアクセスコードですので、これを入力します

[労働保険番号]と[アクセスコード]を基にe-Govへ照会します。
正常に認識されると、当年度の申請枠が作成され、労働保険年度更新申告データの登録が可能になります。

申請枠作成時、必ずアクセスキーを入力してください。
[アクセスコード]を未入力で[作成]ボタンを押下すると、プレ印字なしモードで処理します。
この場合、保険料率などは初期展開されていないため、全て手入力になります。
しかし、労働局側のデータと異なるとエラーで返却されます。
その為、基本的にプレ印字なしモードで処理するメリットはありません。
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